
（※1）
　ここでいう無料職業紹介事業とは、学校等が職業安定法第 33 条の２に基づき、学生等
を対象として、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立を
あっせんするものです。職業紹介事業制度の概要については、次の URL を参照してくださ
い。

　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai01.html

本校における無料職業紹介事業（※）実績

令和３年度 令和２年度 令和元年度

（1）就職者数
名名

73 75
名

6
（3）　（2）のうち就職から6ヶ月以内
　　　　に解雇以外の理由で離職し
　　　　た者の数（※2）

（4）　（2）のうち（3）に該当するかどうか
　　　　明らかではない者の数（※2）

（令和４年12月 1日現在）

（2）　（1）のうち期間の定めのない
　　　　労働契約を結んだ者の数（※2）
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